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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は経済社会の一員であるとの認識のもと、社会的責任を踏まえ社会と調和しながら、私企業としての発展を目指しており、そのためには、
コーポレート・ガバナンスの充実が必要不可欠なものと考えております。 こうした認識をふまえ、当社は、健全かつ透明性の高い企業統治の強化

に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則１－２．株主総会における権利行使】

補充原則１－２（４）

招集通知の英訳は、外国法人等の株式保有比率が僅少なので行っておりません。今後、外国法人等の株式保有比率が相当程度の水準になった
時点で実施します。

【原則２－４．女性の活躍促進 を含む社内の多様性の確保】

補充原則２－４（１）

多様性の確保についての考え方、人材育成方針、社内環境整備方針等は、当社ホームページ（https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.htm
l)に開示しています。

中核人材の登用等における多様性の確保について、測定可能な目標は設定していませんが、性別、国籍、中途入社か否かに関らず、実績と能力
に基づき登用しています。

【原則３－１．情報開示の充実】

補充原則３－１（２）

現在、英語による情報開示・提供は、外国法人等の株式保有比率が僅少なので行っておりません。今後、外国法人等の株式保有比率が相当程
度の水準になった時点で実施します。

上記以外のコードについて記載すべき事項はありません。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社のコーポレート・ガバナンスに対する取り組みについては、本報告書のほか、株主総会招集ご通知、有価証券報告書、会社案内、当社ホーム
ページ等に掲載しています。

【原則１－４．政策保有株式】

当社は、中長期的展望に立ち、保有意義及び経済合理性等を考慮した上で、①物流事業等に係る取引関係の維持・強化、②金融取引の維持・強
化、③地元企業との連携強化、を目的として政策保有株式を保有しています。

取締役会は、毎年、政策保有株式について政策株式保有方針に基づき、保有意義、経済合理性等を検証し、保有継続の可否、株式数の見直し、
縮減を行います。2025年度は、政策株式保有方針に基づき検証した結果、全銘柄について保有の妥当性を確認しました。

当社の政策株式保有方針に照らし合わせ、毎年個別銘柄ごとに以下の基準に基づき議決権行使を行います。

・業績不振が続き、改善傾向にない場合は、反対票を投じます。

・反社会的行為や法令違反が見られた取締役等の選任議案には反対票を投じます。

・株主としての当社の企業価値を毀損する議案には、反対票を投じます。

・上記以外については、議案の内容を精査し、総合的判断で賛否を投じます。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

当社では、取締役会規則及び同付議基準を定め、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会で
の審議・決議を要することとしています。

当社は、主要株主と取引を行う場合、取引の重要性を判断し、取締役会規則付議基準を参考に審議・決議を要することとしています。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加え、自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、運用委託機関より、
運用状況やスチュワードシップ活動に関する報告を受け、企業年金と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理に努めています。

また、当社は、企業年金の運用の専門性を高め、アセットオーナーとして期待される機能を発揮できるよう、企業年金の責任者には、適切な資質
を持った人材の計画的な登用・配置を行う方針です。

【原則３－１．情報開示の充実】

(i)会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画



当社の企業理念、経営ビジョン及び経営戦略は、当社ホームページ等にて開示しています。

(ii)本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書「１．１．基本的な考え方」に記載のとおりです。

(iii)取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本報告書「２．１．取締役報酬関係」に記載のとおりです。

(iv)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

本報告書「２．２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）」に記載のとおりで
す。

(v)取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役候補者及び監査役候補者の選解任理由を株主総会招集ご通知にて開示しています。

補充原則３－１（３）

サステナビリティへの取組、人的資本や知的財産への投資等については、当社ホームページ（https://www.toyo-logistics.co.jp/sustainability.html)
に開示しています。

【原則４－１．取締役会の役割・責務（１）】

補充原則４－１（１）

取締役会は、法令・定款が定める取締役会の決議を必要とする事項、及び取締役会規則等で定める経営上の重要事項を審議・決定しています。
経営上の重要事項については、金額、重要性等の基準を設け、取締役会で審議・決定しています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

社外取締役については、会社法及び金融商品取引所が定める社外取締役の要件だけでなく、「社外役員の選任ガイドライン」及び「社外役員の独
立性判断基準」を設け、それらの基準に充足する者を選任しています。

詳細については、本報告書「２．１．独立役員関係」に記載のとおりです。

【原則４－１０ ．任意の仕組みの活用】

補充原則４－１０（１）

当社は、過半数を社外取締役で構成する独立した指名報酬委員会を設置し、経営陣幹部・取締役の指名において、多様性やスキルの観点を含
めて、適切な関与、及び助言を行っています。

また、取締役の報酬についても、指名報酬委員会が適切な関与、及び助言を行っています。

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

補充原則４－１１（１）

取締役候補者の指名は、指名報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。

また、取締役が備えるべきスキルは、招集通知で開示します。

補充原則４－１１（２）

取締役及び監査役の他社での兼任状況は、株主総会招集ご通知、有価証券報告書を通じ、毎年開示を行っています。

また、取締役及び監査役の選任にあたっては、役割と自身の受託者責任を適切に果たすための時間と労力を振り向けることができる者を選任し
ています。

補充原則４－１１（３）

取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・評価を実施しています。

また、上記分析・評価の内容及び結果の概要について開示しています。

2025年度の分析・評価の内容及び結果の概要については、次のとおりです。

・当社の取締役会は、実効的に運営されています。

・全16回開催され、法令・社内規程等で定められた事項について審議報告がなされました。

・各取締役の自己評価においても取締役としての職務を遂行した旨、また、企業戦略等の議論をさらに深め、社外役員に会社の事業・財務・組織
等に関する必要な知識を取得する機会がより多くあるとよいとの報告を受けました。

【原則４－１４．取締役・監査役のトレーニング】

補充原則４－１４（２）

当社は、取締役及び監査役の全員を対象として必要に応じ研修を行い、企業理念の理解・実践に加え、求められる役割に関する知識や能力の向
上を図っています。

また、社外役員には、業務執行取締役が経営戦略・事業内容・運営体制等の説明を行い、主力事業所への現地訪問を行っています。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

株主・投資家との対話の機会として、株主総会、決算説明等を通し、当社の企業経営や事業活動についての説明に努めています。

また、株主・投資家との対話に関しては、管理本部長が統括し、関係部署と連携して取り組んでいます。

なお、インサイダー情報の取扱いについては、適切に管理しています。

【原則５－２．経営戦略や経営計画の策定・公表】

補充原則５-２①

当社グループは、持続的成長と企業価値の向上を図るため、「物流事業」と「不動産事業」を重点事業と位置づけ、経営資源を戦略的に投入する
こと、また、今後、市場の成長が予想され、競争力の優位を伴い展開可能である事業を見い出した場合は、新規事業として経営資源を投入し成長
の原動力とすることを、事業ポートフォリオに関する基本方針として定めています。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し



アップデート日付 2025年11月11日

該当項目に関する説明

当社ウェブサイトに開示しています。

https://www.toyo-logistics.co.jp/wp-content/uploads/2025/11/20251111b_x5eLehCe.pdf

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社あいち銀行 373,532 4.95

ダイセー倉庫運輸株式会社 360,000 4.77

伏見興産株式会社 258,600 3.42

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 254,162 3.37

東陽倉庫従業員持株会 230,070 3.05

第一生命保険株式会社 200,100 2.65

日本証券金融株式会社 200,100 2.65

中京テレビ放送株式会社 200,000 2.65

明治安田生命保険相互会社 195,378 2.59

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 152,918 2.03

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード、名古屋 プレミア

決算期 3 月

業種 倉庫・運輸関連業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――



５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小鹿　誓子 他の会社の出身者 △

大嶋　主税 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小鹿　誓子 ○

当社の会計監査人である朝日監査法人
（現有限責任　あずさ監査法人）に勤務し
ていましたが、2005年12月に退職していま
す。

小鹿誓子氏は、企業経営経験に加え公認会計
士として企業会計に関する幅広い知見を有して
おり、当社の経営全般に助言をいただくことで、
経営の強化ができると判断し、社外取締役とし
て選任しています。なお同氏は、一般株主との
利益相反が生じるおそれはないものと判断し、
独立役員として指定しています。



大嶋　主税 ○

当社は株式会社トーエネックと物流サービ
スの取引関係がありますが、同社と当社
との取引は僅少（連結営業収益及び連結
営業費用の0.5％以下）であります。また、
大嶋主税氏は、当社の資金借入先金融
機関の出身でありますが、すでに退職し1
0年以上経過しております。

大嶋主税氏は、株式会社トーエネックの執行役
員、専務執行役員を歴任するなど、企業経営
に携わってきた経験をもとに実践的な視点から
当社の経営全般に助言をいただくことで、経営
体制の強化ができると判断し、社外取締役とし
てお願いするものであります。同氏は独立性判
断基準に抵触せず、一般株主と利益相反が生
じるおそれはないものと判断し、独立役員とし
て指定しています。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員
（名）

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

社外有識者
（名）

その他（名）
委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 0 1 2 0 0
社内取
締役

補足説明

取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図るため、取締役会の
任意の諮問機関として2021年11月9日に設置しました。

指名報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、次の事項について審議し、取締役会に対して答申を行っています。

　(1) 取締役の選任・解任に関する事項（取締役が備えるべきスキルの特定を含む）

　(2) 代表取締役の選定・解職に関する事項

　(3) 取締役の報酬等に関する事項

　(4) その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項

指名報酬委員会は、代表取締役１名および独立役員として届出をした社外取締役２名の計３名で構成され、委員の過半数は社外取締役となりま
す。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役監査、内部監査及び会計監査の有効性と効率性の向上を図るため、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して、監査計画、結果の報
告、意見交換等の相互連携の強化に努めています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名



会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

入谷　正章 弁護士

佐藤　哲也 公認会計士 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

入谷　正章 ○ ―――

入谷正章氏は、弁護士として、企業法務及びコ
ンプライアンスに関する専門的知見並びに経営
に関する高い見識を当社の監査に反映してい
ただくことを期待し、社外監査役として選任して
います。同氏は、社外役員以外の立場で企業
経営に関与したことはありませんが、他社にお
いて社外監査役としての実務経験もあることか
ら、当社の社外監査役としての職務を適切に遂
行いただけるものと判断しています。なお同氏
は、当社と利害関係はなく、一般株主との利益
相反が生じるおそれはないものと判断し、独立
役員として指定しています。

佐藤　哲也 ○

当社の会計監査人である朝日監査法人
（現有限責任　あずさ監査法人）に勤務し
ていましたが、2021年7月に退職していま
す。

佐藤哲也氏は、公認会計士及び税理士とし
て、企業会計及び税務に関する専門的知見を
当社の監査に反映していただくことを期待し、
社外監査役として選任しています。同氏は、企
業経営に関する幅広い知見を有しており、コン
サルティングファームや監査法人での勤務経
験も有していることから、当社の社外監査役と
しての職務を適切に遂行いただけるものと判断
しています。なお同氏は、当社と利害関係はな
く、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いものと判断し、独立役員として指定していま
す。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

＜社外役員の独立性判断基準＞

金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去3事業年度における以下(1)～(7)の該当の有無を確認の上、いずれにも
該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

(1)当社の大株主（直接・間接に10%以上の議決権を保有する者）又はその業務執行者（※1）

(2)当社の定める基準を超える借入先（※2）の業務執行者

(3)当社の定める基準を超える取引先（※3）の業務執行者



(4)当社より、役員報酬以外に1事業年度当たり1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等
の専門的サービスを提供する者

(5)当社の会計監査人の代表社員又は社員

(6)当社より、一定額を超える寄附（※4）を受けた団体に属する者

(7)当社の社外役員としての任期が12年を超える者

※1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。

※2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の1%を超える借入先をいう。

※3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結営業収益（連結営業費用）の5%を超える取引先をいう。

※4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり1,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記(1)～(7)のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理
由を説明・開示する。

＜社外役員の選任ガイドライン＞

(1)社外取締役選任基準

イ．社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点を持つ者、世界情勢、社会・経済動向等に関する見識を持つ者等、
様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。

ロ．社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。

ハ．広範な業種の取引先を有する当社として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の出身会社との取引において利益相反が生じる
可能性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続きにおいて適正に対処するとともに、多様な視点を確保することにより対応す
る。

(2)社外監査役選任基準

イ．社外監査役は、企業法務やコンプライアンスなどの識見を有する者、会計分野における知見を有する者等、様々な分野に関する豊富な知識、
経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

ロ．社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性の確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬は、営業収益及び経常利益等の業績指標を反映した金銭報酬とし、過年度の連結業績等及び当期の業績見込みに基づき、取締
役会において支給の有無と報酬額を決定しています。

また企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株
式報酬制度を導入しています。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役６名の報酬等の総額　98百万円（内、社外取締役　２名　５百万円）

監査役３名の報酬等の総額　19百万円（内、社外監査役　２名　７百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

１．基本方針

(1)取締役の報酬は、当社の企業価値向上に資することを原則として、経営環境、業績、従業員に対する処遇との整合性を考慮して決定していま
す。

(2)取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬等としての金銭報酬等、および、譲渡制限付株式報酬としての非金銭報酬等により構成してい
ます。また、社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬としての金銭報酬等のみとしています。

(3)個々の役員の報酬の決定は、各職責を踏まえた適正な水準としています。

２．個人別の報酬額の決定

取締役の個人別の報酬額は、指名報酬委員会がその総額を審議し、取締役会の決定に基づき、指名報酬委員会委員長が取締役会からその具
体的内容について委任を受け、他の代表取締役と協議の上決定しています。

委任された権限の内容は、各取締役の個人別報酬の具体的金額について決定するものであり、代表取締役会長が、各取締役の評価を最も適切
に行える立場にあり適任と判断しました。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外役員をサポートする組織はございません。社外取締役については、総務部長が取締役会資料を事前に配布説明等を行っています。社外

監査役については、常勤監査役を通じて、情報の共有化を図っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

白石好孝 相談役 対外活動 非常勤、報酬有 2024/6/26 ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

当社の代表取締役社長経験者はこれまでの豊富な経験や幅広い人脈を活かし、様々な公的な役職や団体等における活動を行っており、当社の
社会貢献活動として有意義なものと考えております。また、相談役就任後は意思決定を行う経営会議への出席はせず、当社の業務執行には関与
しません。

（注）上記表中の「社長等退任日」には、代表取締役会長退任日を記載しています。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

(1)取締役会

取締役会は、6名の取締役（うち2名は社外取締役）により構成され、会社の経営の方針と重要な業務執行を決定するほか、取締役及び執行役員
の各人の職務の執行状況を監督しています。取締役会は原則として月1回開催されますが、必要に応じて随時、臨時取締役会が開催され迅速な
意思決定が図られています。

この他、グループ経営の観点から、連結子会社と相互に意思の疎通を図っています。また、2016年6月より社外取締役を1名から2名に増員し、取
締役会の経営の監督機能を高めています。

なお、「当社の取締役は、10名以内とする」旨定款に定めています。

(2)監査役会

監査役会は3名の監査役によって構成され、うち2名は、公認会計士と弁護士が社外監査役に就任しています。監査役は、取締役会はじめ執行役
員会等の重要な会議に出席するとともに、当社の監査及びグループ会社の調査を実施し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っています。

監査役は、取締役の業務執行の適法性・妥当性について監査を行うほか、内部監査部門との連携により、業務が適法かつ規程どおりに執り行わ
れているかの監査も行っています。

(3)本部長会

本部長会は、代表取締役、各本部長及び連結子会社の代表取締役により構成され、経営等に関する重要事項の協議を原則として月1回行ってい
ます。

(4)執行役員会

執行役員会は経営方針の徹底、業務遂行状況の確認、情報交換等を行っています。執行役員会は、原則として月1回開催されており、迅速な業
務執行が図られています。なお、グループ経営の観点から、連結子会社の執行役員も参加しています。

(5)内部監査

内部監査については、内部監査のための組織として、監査室（2名）を設置しています。監査室は、業務活動と社会的常識及び関係諸法令・社内
諸規程との整合の点検・指導を年次計画に基づき行い、必要に応じて是正措置を求めるなど、内部統制の充実に努めています。



(6)会計監査

会計監査については、有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任しています。会計監査人は、当社及び連結子会社を対象として、会社法

及び金融商品取引法に基づく監査を行っています。

(7)取締役の指名決定等の機能に係る事項

取締役の指名については、指名報酬委員会が取締役会の諮問に応じて、①取締役の選任、解任に関する事項、②代表取締役の選任、解職に関
する事項について審議し、取締役会に対して答申を行い、取締役会が審議のうえ決定します。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、健全かつ透明性の高い統制統治を実現するため、上記「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコー

ポレート・ガバナンス体制の概要）」の体制を採用しています。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2026年6月25日開催の第147回定時株主総会の招集ご通知は、2026年6月3日に発送しま
した。また発送に先立って、東京証券取引所及び当社ホームページにて開示しました。

電磁的方法による議決権の行使
2016年6月28日開催の第137回定時株主総会より議決権の行使方法は、書面又は電磁的
方法による議決権の行使を採用しました。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

個人投資家向けに定期的説明会を開催 名証ＩＲエキスポ なし

IR資料のホームページ掲載 決算短信、有価証券報告書、プレスリリース（適時開示資料含む）等

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「東陽倉庫グループ倫理規範」において取引先・株主・従業員・地域社会をはじめとしたス
テークホルダーに誠実に対応するよう定めています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

(1)当社グループは、環境方針を掲げ、環境負荷の低減活動に継続的に取り組んでいま
す。環境マネジメントシステム（ISO14001認証）を構築し、廃棄物の低減、リサイクル、Co2
排出量の削減等の環境保全活動を実施し、脱炭素社会の実現に向け、さらなる活動を推
進しています。

・気候変動対応における指標と目標

　2030年度の当社グループにおけるCO2排出量（SCOPE1及びSCOPE2）を2020年度比10%
削減

・環境保全活動

　太陽光発電システムの導入

　照明のＬＥＤ化

　エネルギーマネジメントシステムの導入など

・ＩＳＯ14001認証取得（登録番号E2064）

(2)ＣＳＲ活動

　市民活動への協賛、事業所周辺の清掃活動、献血、社会福祉活動への支援等を実施し
ています。



ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

情報の取扱いは厳正に、情報の公開は適正・タイムリーに行っています。

その他

(1)当社グループは、育児・介護・治療と仕事の両立を支援し、社員が安心して働き続け、よ
り能力を発揮できるための環境整備に取り組んでいます。

・子が小学校５年の始期に達するまで、または、要介護状態にある家族の介護のため短時
間勤務が可能

・時間単位の有給休暇制度

・子の看護休暇を中学校１年の始期に達するまで取得可能、また時間単位取得での取得
可能

・カムバック制度の導入

・社員が身体的な疾病の治療を継続しつつ就業を希望する場合、産業医および主治医の
意見を受け必要な就業上の措置および配慮を行う

(2)サステナビリティを巡る課題への対応については、コンプライアンス統括室が中心的な
組織として課題に取り組んでいます。さらに、取締役会は、その活動内容の報告を受け、検
討を深めています。

(3)健康経営優良法人の認定

当社は、2026年３月、健康経営優良法人2026（大規模法人部門）の認定を取得し、２年連
続で認定を受けています。当社は、社員の健康管理を経営的な視点で考え、健康の保持・
増進に繋がる取組みを積極的に推進しています。さらに社員一人一人が心身ともに健康
で、安心して働き続けることができる環境づくりを進めています。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「東陽倉庫グループ倫理規範」に基づき、子会社を含めて健全な企業風土を醸成していま
す。また、企業価値の向上とステークホルダーとの健全な関係の維持・発展に努めるため、基本方針を定め、不断の見直しにより、継続的に改善
を図り、より適正かつ効率的な体制の整備に努めるものとします。

１．当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)　「東陽倉庫グループ倫理規範」を制定し、日頃の業務運営の指針としています。当社グループは、この指針に基づき、業務の適正を確保する
ための体制を整備し、社会的使命を果たします。

(2)　業務執行にあたっては、取締役会及び各種会議体で、総合的に検討した上で意思決定を行います。また、これらの会議体への付議基準を定
め、適切に付議します。

(3)　当社の代表取締役社長の直轄機関である内部統制委員会を設け、当社グループのコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努めま
す。

(4)　重要な意思決定を行う事項については、事前にその法令及び定款への適合性を調査・検討することにより、役職員の職務の執行の適合性を
確保します。

(5)　各組織の職務分掌及び職務権限を明確化するとともに、継続的な改善を図ります。

(6)　内部通報制度を通じて、全役職員が法令、定款及び社内規程等を逸脱する行為について、早期に把握し、解決を図ります。

(7)　市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引関係を持たないことを徹底します。また、反社
会的勢力対策規程を定め、当社総務部を担当責任部署とし、組織的に対応する体制としています。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、法令、稟議規程、文書取扱規程に基づき、記録・保存・管理します。

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)　内部統制委員会において各分野におけるリスクの把握及び対応策の検討について審議し、当社の代表取締役社長に報告します。

(2)　財務報告に係るリスクについては、内部統制管理規程に基づき、内部統制委員会を中心とした当社グループ体制を整えています。

(3)　安全、品質、環境等のリスク及び法令順守については、内部統制委員会及び安全品質委員会において定期的に見直しを行い、対策を講じる
よう管理します。

(4)　大規模災害等の発生に備え、事業継続計画の策定及び見直し、各種マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて保険を付保します。

(5)　不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき、当社の代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害の拡大を防止し、
これを最小限に止める危機管理体制を整えることとしています。

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)　取締役の職務の執行については、組織規程、職務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細
について定め、効率的に職務の執行が行われる体制を取っています。

(2)　執行役員制度を採用し、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能を強化しています。

(3)　予算制度により資金を適切に管理し、職務権限規程等に基づいて業務及び予算の執行を行います。重要案件については、取締役会及び各
種会議体に適切に付議します。

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び当社子会社の取締役の職務の執行に係る当社への報告体制

(1)　「東陽倉庫グループ倫理規範」に基づき、役職員一体となった順法意識の醸成を図っています。

(2)　当社の役員が当社子会社の役員を兼任することにより、当社子会社の業務の適正性と適法性を確認します。

(3)　当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社子会社の財務及び事業活動を管理する部門を明確化し、多面的な管理を図ります。また、定
期随時に情報交換を行います。

(4)　当社は、当社子会社に対し監査室による定期的監査を実施し、その報告を受けると共に、定期的な情報交換を行い、コンプライアンス上の課
題、問題点の把握に努めます。

(5)　当社が定める関係会社管理規程において、当社子会社の経営状況及び財務状況について定期的な報告を義務付けています。

(6)　当社の重要な子会社の代表取締役社長は、当社取締役会において、事業の経過、財産の状況及びその他の重要な事項について、定期的に
報告をします。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「補助使用人」という。）を置くことを求めた場合の補助使用人に関する事項並びに補助使用人の
取締役からの独立性及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)　現在、補助使用人は配置していませんが、必要に応じて、補助使用人を置くこととします。補助使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等
の改定については、監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保します。



(2)　補助使用人は、他部署の使用人を兼務できず、監査役の指揮命令に従わなければならないものとします。

７．当社グループの取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制並びに監査役へ報告した者が、報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)　取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、業務又は業績に影響を与える重要な事項について、当社の監査役に都度報告
を行います。前記に関わらず、当社の監査役はいつでも必要に応じて、取締役等及び使用人に対して報告を求めることができます。

(2)　取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、法令違反等、著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、当社の監査役
に報告を行います。

(3)　監査室及びコンプライアンス統括室は、定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライアンスリスク、リスク管理等について、当社の監
査役に報告を行います。

(4)　当社の監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周
知徹底します。

８．監査役の職務の執行について生じる費用の処理に関する事項

(1)　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対して、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、総務部において審
議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理し
ます。

(2)　当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設けます。

９．監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)　監査役会は、代表取締役、監査室、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとしています。

(2)　監査役は、必要に応じて、重要な社内会議に出席することができます。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制

(1)　金融商品取引法及び付随する基準等並びに会社法を順守し、財務報告に係る内部統制を構築しています。

(2)　内部統制の整備・運用・評価は、社内規程に則り、内部統制委員会を中心として行っています。

(3)　内部統制システムに不備が生じた場合は、速やかにその原因を追求し、改善を図ります。

11．その他の整備状況

(1)コンプライアンス統括室

内部統制システムの構築・整備・運用の推進／社内諸リスクの掌握管理／ＣＳＲ活動に関する提言等を全社横断的に統括しています。また、同室
は、コンプライアンス関連の各種委員会活動を統括・指導・支援しています。

(2)内部統制委員会

コンプライアンス統括室長を委員長として、法令定款順守、リスク管理体制の整備と強化を図るべく東陽倉庫グループ横断の委員会組織として活
動しています。

(3)安全・品質委員会

物流品質、個人情報をはじめとした情報セキュリティ、環境保全活動、労働安全衛生などのマネジメントシステムの整備と向上を図るための活動を
しています。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度を貫き、取引関係を持たないことを徹底しています。また、反社
会的勢力対策規程を定め、総務部を担当責任部署とし、組織的に対応する体制としています。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンスの体制

株 主 総 会

監査役・
監査役会

会計監査人

営業会議

顧
問
弁
護
士

代表取締役

取締役会

選任・解任

指示

監査

子会社 各本部 関連会社

執行役員会

報告

報告

監査室

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室

情報ｾｷｭﾘﾃｨｰ委員会

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ委員会

安全管理委員会

指示

内部統制委員会

株 主 総 会

会計監査人

本部長会代表取締役

取締役

顧
問
税
理
士

会計監査
指導・助言

助言

出席・意見・監査

選任・解任 選任・解任選任・解任

子会社 各本部 関連会社

執行役員会

助言

報告

報告

連携

監査室

協議

指名報酬委員会

報告

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ統括室

安全・品質委員会

内部統制委員会

答申

指示

報告 指示

指示・報告

諮問

監査役

取締役会
監査役会

監査



適時開示体制図

プレビューにすると図の大きさがずれるので微調整が手間

2026.6.4本部長　総務部に、「災害等による損害状況」を追記東京証券取引所 当社ホームページ
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